
 

 

住 所 及 び 所 在 変 更 証 明 願 

 

氏名、施設または事業所の名称  

住所、所在地 

処分前 兵庫県加古郡稲美町 

処分後 兵庫県加古郡稲美町 

区画整理事業の名称 国岡国北 ・ 国岡東部 ・ 菊徳農住 ・ 国岡西部 ・ 国安  

必要枚数       枚 

使用目的 
 

地方自治法第 260 条及び同法施行令第 179 条の規定に基づき、上記のとおり町名地番の変更があったことを証明願います。 

          

加古郡 稲美町長 様 

 

   年   月   日 

住所 

  申請者 

  氏名                      

                                          

 
       

決 

裁 

課 長 係 長 係 員 公印承認 受付     年  月  日 
 

本人 

確認 

□運転免許証 

    

決裁     年  月  日 
 

□健康保険証 

交付     年  月  日 
 

□その他（          ） 

上記申請に基づき、証明書を交付してよろしいか伺います。 
 

その他 □委任状 


